
3-2-4 施工計画／調達計画

3-2-4-1 施工方針／調達方針

本計画が実施される場合の基本事項は次のとおりである。

・本計画は、日本政府と「ガ」国政府間で本計画に係る無償資金協力の交換公文が締

結された後、日本政府の無償資金協力の制度にしたがって実施される。

・本計画の主管官庁は道路・運輸省で、実施機関は「ガ」国ＧＨＡである。

、 、・本計画の実施設計 入札関連業務および施工監理業務に係るコンサルタント業務は

日本のコンサルタントがＧＨＡとのコンサルタント契約に基づき実施する。

・本計画の道路改修工事は、入札参加資格審査合格者による入札の結果選定された日

本の建設業者により、道路・運輸省との工事契約に基づき実施される。

本計画における主な施工方針／調達方針は次のとおりである。

・現地建設業者（下請）は労務供給とし、工事の施工体制は日本の建設業者の直営方

式とする。

・建設資機材および労務者は、できるだけ現地調達とする。現地から調達できない場

合は、所要の品質、供給能力が確保される範囲で も経済的な第三国または日本か

ら調達する。

・施工方法および工事工程は、現地の気象、地形、地質等の自然条件に合致した計画

とする。

・特殊な機材や技術を必要としない一般的で容易な工法を計画する。

・工事仕様基準および施工管理基準を設定し、この基準を満足する建設業者の現場監

理組織およびコンサルタントの施工管理組織を計画する。

・工事中の交通路確保と交通安全のための施設を設置する。

・環境に配慮する。

3-2-4-2 施工上／調達上の留意事項

(1) 道路利用者と工事関係者の安全の確保

・工事用地が限られているため、工事により一時的な車線規制（道路占用）が必要

。 、 （ 、 、となる そのために必要とされる 保安設備 工事予告版 片側交互通行予告版

迂回路予告版、矢印版、バリケード、セーフティーコーン、回転灯）と誘導員を

配置する。
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・砕石採取候補地が、本計画の道路近く(500m)に位置しているため、採石場の切羽

、 。面を道路と反対側に向くようにし 発破による飛石の被害が及ばないようにする

図3.2.4-1に調査した砕石採取候補地２個所の位置と試験結果を示す。

(2) 環境に配慮した工法の採用

・騒音、塵埃を発生するプラントは、住民へ影響のない郊外に設置する。

・市街区間では塵埃や騒音をできるだけ抑える施工方法とする。

・不良土、残土や橋梁コンクリート等の不要材は適切に処理する（土取場跡地の地

下に埋める等 。図3.2.4-2に調査した土取場候補地を示す。）

・コンクリートプラント等の排水は適切な処理後に河川に排水する。

(3) 非課税措置

鉄筋、セメント、燃料、アスファルト等の主要資材は、テマ国際港およびタコラデ

ィ国際港の工業地域(Industrial Area)より調達し、実施機関よりの証明書ととも

に、免税措置を申請する。
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3-2-4-3 施工区分／調達・据付け区分

日本と「ガ」国の両国政府が分担すべき事項は、表3.2.4-1とおりである。

表 3.2.4-1 両 国 政 府 の 負 担 区 分

分 担 区 分
項 目 内 容 備 考

日本国 「ガ」国

資機材の調達・搬入 ○

資機材の通関手続 ○
資 機 材 調 達

内陸輸送路の整備 ○

工事に必要な用地の確保 ○ 現場事務所、資機材置場、ﾌﾟﾗﾝﾄ
準 備 工 用地、作業場等

上記以外の準備工 ○

工事障害物の 地上障害物の移設・撤去 ○ 家屋、電柱
移設・撤去

地下埋設物の移設 ○ 水道管、ケーブル等

本 工 事 道路改修工事 ○

古器物発見の 報告 ○
場合

撤去・搬出 ○

3-2-4-4 施工監理計画／調達監理計画

日本のコンサルタントが「ガ」国政府とのコンサルタント業務契約に基づき、実施

設計業務、入札関連補助業務および施工監理／調達監理業務の実施にあたる。

(1) 実施設計業務

コンサルタントが実施する実施設計業務の主要内容は次のとおりである。

・実施設計のための現地調査

・道路および排水施設等の詳細設計

・設計図面、仕様書の作成

・施工計画、調達計画、事業費積算

・入札図書の作成

実施設計業務の所要期間は、第１期5.5ヶ月、第２期5.5ヶ月である。
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(2) 入札関連捕捉業務

入札公示から工事契約までの期間に行う業務の主要項目は次のとおりである。

・入札公示

・入札業者の事前資格審査

・入札実施

・入札書の評価

・契約促進業務

入札関連業務の所要期間は、第１期2.5ヶ月、第２期2.5ヶ月である。

(3) 施工監理／調達監理業務

コンサルタントは、施工業者が工事契約および施工計画に基づき実施する工事の

施工監理を行う。その主要項目は次のとおりである。

・測量関係の照査・承認

・施工計画の照査・承認

・品質管理

・工程管理

・出来形管理

・安全管理

・出来高検査および引き渡し業務

施工の所要期間は、第１期19.0ヶ月、第２期24ヶ月である。施工監理業務は常駐

監理者２名が必要である。

本計画においては、道路占用を行いながら施工を実施する必要があるため、安全

監理には、施工業者の安全管理者と協議、協力しながら事故の発生を未然に防ぐよ

う監理を行う。
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3-2-4-5 品質管理計画

日本側負担で実施する道路改修工事の品質管理は、施工計画策定段階での施工管理基

準に従い、規定を設けて、自主管理もしくは立合検査の別を明確にする。その規定に

従い、建設された施設が契約図書で要求されている品質、出来形を満足しているかど

うか監理する。監理の結果、品質の確保が危ぶまれるとき、コンサルタントは施工業

者に直ちに修正、変更を求める。

3-2-4-6 資機材等調達計画

(1) 建設資材調達

本計画に必要とされる資材のうち、ガードレイルを除く品目の建設資材が「ガ」

国で調達できる。

資材調達方針は次のとおりである。

・品質、生産量、価格に問題がない場合は、現地生産品を調達する。

・現地製品がなく、恒常的に輸入品が市場に供給されている場合は、これを調達

する。

・現地調達できない製品は、ヨーロッパまたは南アフリカから調達する。調達先

は価格、品質等を比較し決定する。

主要資材の調達区分・調達先を表3.2.4-2に示す。
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表 3.2.4-2 主要建設資材の調達区分・調達先

調 達 区 分
項 目 調 達 先 等

現 地 日本国 第三国

構造物用資材

○ TAKORADHI 輸入品)アスファルト (

セメント ○ ○ Tema（現地産：ｸﾘﾝｶｰは輸入品）

鉄筋：Ｄ６～Ｄ25 ○ ○ 軟鋼： 現地産）Tema（

塗装材 ○ ACCRA（輸入品）

野 芝(草） ○ （現地産：現場附近より採取）

PVCパイプ：Ｄ＝100 ○ ACCRA（輸入品）

ＲＣパイプ：Ｄ＝450～1800 ○ ○ ○ （現地産：現場製作）

取付道路用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ○ ○ ヨーロッパ諸国

蛇 篭 ACCRA（輸入品）

仮設用資材

ＲＣパイプ：Ｄ＝600 ○ （現地産：現場製作）

型枠用木材 ○ 各都市（現地産）

型枠用合板：防水加工なし ○ 同 上

型枠用合板：防水加工 ○ ○ 同 上

釘 ○ 各都市（現地産）

支保工、足場用丸太 ○ 各都市（現地産）

仮締切用土のう袋 ○ 各都市（現地産）

電気溶接棒 ○ ○ ACCRA(輸入品)

燃料、油脂類 ○ Tema（輸入品：免税措置認可の

ためストックタンク設置）

酸素、アセチレンガス 各都市（現地産）

(2) 建設機械調達

「ガ」国において稼働している建設機械は、各外国業者によるプロジェクトベー

、 。 、 。スの持ち込み機械であり 調達はできない また 現地リース業者は存在しない

現地建設業者は、労務供給が主体であり、限られた業者以外は建設機械は保有し

ていない。また、保有している機械は、稼働中か、工事の発注待ちや工事代金の

支払い待ちのため待機中の状態で、リースに回せるような遊休機械はないという

のが現状である。

建設機械の調達方針案は次のとおりである。

建設機械は、南アフリカおよびヨーロッパから調達する。

主要建設機械の調達区分・調達先を 表3.2.4-3に示す。

- 153 -



表 3.2.4-3 主要建設機械の調達区分・調達先

調 達 区 分
機 種 規 格 備 考

現 地 日本国 第三国

バックホウ 0.1 ○ ○â

バックホウ 0.6 ○ ○â

バックホウ 1.0 ○ ○â

大型ブレーカ 1300kg級 ○ ○

ブルドーザー 3ｔ ○ ○

ブルドーザー 15ｔ ○ ○

ブルドーザー 32ｔ ○ ○ ﾘｯﾊﾟ装置付

ダンプトラック 2t ○ ○

ダンプトラック 10t ○ ○

モーターグレーダー 3.1ｍ ○ ○

振動ローラ ○ ○ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8-1.1ｔ

振動ローラ 3-4ｔ ○ ○ 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型

振動ローラ 7-8.5ｔ ○ ○ 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型

ロードローラ ８ｔ ○ ○

タイヤローラ 8-20t ○ ○

トラッククレーン 4.8-4.9t ○ ○ 油圧式

トラッククレーン 15-16t ○ ○ 油圧式

トラッククレーン 40-45t ○ ○ 油圧式

トラックミキサ ○ ○3.0-3.2m3

トラクタショベル 1.3-1.4 ○ ○ 車輪式â

トラクタショベル 3.1-3.3 ○ ○ 車輪式â

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 2.4-4.5m ○ ○ 全自動車輪式

ｱｽﾌｧﾙﾄﾃﾞｨｽﾄﾙﾋﾞｭｰﾀ 4000Ltr ○ ○

ﾁｯﾌﾟｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ ○ ○ ﾃｰﾙｹﾞｲﾄ式

ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚｲﾔ 200Ltr ○ ○ 車載式

ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚｲﾔ 200Ltr ○ ○ 車載式

ｸﾛｰﾗドリル 150kg ○ ○ 油圧搭乗式

発動発電機 60kVA ○ ○

発動発電機 100kVA ○ ○

発動発電機 250kVA ○ ○

発動発電機 300kVA ○ ○

発動発電機 450kVA ○ ○

総輪駆動車 ○ ○2500c.c

クレーン付トラック 2.9t吊 ○ ○ 4t積み

砕石プラント 155t/h ○ ○

アスファルトプラント 100t/h ○ ○

ミキシングプラント 100t/h ○ ○

コンクリートプラント 0.5 ○ ○ 半自動ｽｷｯﾌﾟ型â

トレーラ 0.1 ○ ○â

水中ポンプ φ150 ○ ○
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3-3 相手国側分担事業の概要

本計画が実施される場合のガーナ政府の分担事項は以下のとおりである。

・本計画の実施上必要な資料／情報の提供

・道路・採石場用地の確保および工事のために必要な作業ヤード、資材置き場、プラ

ント施設、現場事務所等の用地の提供

・建設資機材の内陸輸送路の整備

・道路敷地内の家屋、電柱、水道管等の障害物の撤去

・本計画に関し日本に開設する銀行の手数料の負担

・本計画の資機材輸入の免税、通関手続きおよび速やかな国内輸送のための措置

・本計画に従事する日本人および実施に必要な物品／サービス購入への課税免除

・本計画に従事する日本人がガーナへ入国および滞在するために必要な法的措置

・本計画を実施するために必要な許認可証明書等の発行

・改修後の道路等の適切な使用および維持管理

・本計画実施において住民または第三者と問題が生じた場合、その解決への協力

・本計画実施上必要となる経費のうち日本国の無償資金協力によるもの以外の所要経

費の負担

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画

道路および施設に関しては、日常管理が必要である。

改修前と比較し改修後は道路の耐久性が向上するため、維持管理に要する時間・コス

トは著しく少なくなる。

道路改修工事の完了後、道路の運営・維持管理はＧＨＡによって行われる。

ＧＨＡは、維持管理に必要な業務員を編成し、保有機材を使用して、運営することが

必要となってくる。著しい損傷が発見された場合、詳しい調査をした後、必要な修理

をして維持管理にあたる。

工事引き渡し後に必要とされる維持管理業務は下記のものがある。

・日常管理

のり面植生の管理（草刈り・張芝 、側溝のカルバートの清掃、損傷ヶ所の巡回点）

検、流入土砂の除去

・損傷箇所の修理
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舗装クラックのシーリング、ポットホール修繕、ガイドポストの取換、護岸工の修

繕

・災害復旧

流入土砂の除去、侵食防護工の実施等

3-5 プロジェクトの概算事業費

3-5-1 協力対象事業の概算事業費

本計画を日本の無償資金協力により実施する場合に必要となる事業費総額は約70.5億

円（日本側負担69.6億円 「ガ」国側負担0.9億円）となり、先に述べた日本と「ガ」、

国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記に示す積算条件によれば、次のとお

りと見積もられる。

(1) 日本側負担経費

事 業 費 区 分 合 計

(1) 建 設 費 4.5億円

ｱ. 直接工事費 45.7億円

ｲ. 共通仮設費 8.2億円

ｳ. 現場経費 7.7億円

ｴ. 一般管理費 4.2億円

(2) 設計監理費 3.8億円

合 計 69.6億円

(2) 「ガ」国側負担経費

・ ガ」国側負担分 道路敷地内の障害物（住居・電柱等）移転費「

50億ｾﾃﾞｨｰ（約85百万円）

(3) 積算条件

・積算時点 平成14年６月

・為替交換レート １ＵＳ＄＝130.53円、１セディ＝0.017円

・施工期間 単年度案件とし、詳細設計、工事／調達の期間は、

3-2-4-4 実施工程に示したとおり。

・その他 本計画は、日本国政府の無償資金協力の制度に従い、実施さ

れる。

- 157 -



3-5-2 運営・維持管理費

、 。本計画で整備される道路施設は 実施機関であるＧＨＡにより維持管理が行われる

維持管理に必要な年間の費用は、約US＄13,450と見込まれる。

その内訳を表3-5-2-1に示す。
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3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項

本プロジェクトの実施に必要となる土地収用に関して、土地収用等支障物移設・撤去

については、工事着工前に確実に終了していることが条件となる。したがって本プロ

、 、ジェクトの道路設計に基づく必要用地を現地で確認し家屋 電柱等の支障物を記録し

今後の土地収用作業を円滑に進めるための現地調査を2002年10月２日から10月11日に

かけてＧＨＡが実施した。

コンサルタントは、必要用地を明確にＧＨＡ側に指示する等の技術的支援のため設計

技術者１名を上記現地調査に参加させた。コンサルタントが作成した建設用地境界図

に基づいて、ＧＨＡ担当者が、現地を計測し、移設・撤去が必要な家屋等の調査を実

施した。次の表が調査結果である。

項 目 暫定第１期分 第２期分の一部 計（今回調査分）

STA18～STA61 STA18～STA93+800 STA18～STA93+800

電柱＋スティケーブル 22 16 38

水道管＋バルブ等 1 3 4

家屋、フェンス等 75 121 196

ｶﾞﾘｿﾝｽﾀﾝﾄﾞ（看板等） 3 4 7

ＧＨＡの土地収用・家屋等支障物件移転の手続きは以下に示すとおりである。

手続きフロー

① 道路改修設計図面の準備

② 設計図面上での土地収用・支障物件等および事業実施工程の確認

③ 土地収用範囲・支障物件等確認のための合同現地調査

④ 補償対象者への通知

⑤ 関連企業施設の施設費用の積算および通報

⑥ 土地収用、支障物件移設等の補償額の積算

⑦ 「ガ」国政府土地評価委員会に補償評価額積算結果の提出

⑧ 土地評価委員会による補償額の査定および対象者への通知

⑨ ＧＨＡによる各補償対象者への補償料の支払い

⑩ 支障物件等の取りこわし

前述の2002年10月にＧＨＡが実施した調査は、フロー③に示す合同現地調査である。
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通常の手続に要する期間は、①～⑦までが４ヶ月間、⑧～⑨までが２ヶ月間である。

なお、ＧＨＡは本プロジェクトが円借款で計画されていた1994年にアクラ～ヤモラン

サ区間幹線道路詳細設計説明会を開催し、一般住民からの提案、意見を収集した。住

民の反応は、特に本計画で も恩恵を受ける沿道地域住民は、本計画に対し肯定的で

あった。ＧＨＡからのレポートによる各個人の意見等の要約は以下のとおりである。

（名）1) 計画に賛成（歓迎する） ４

2) 所有物（土地、建物等）への影響および補償に関して 21

3) 工事の早期着工を希望 １

4) 交通事故対策 ４

5) 設計内容に対しての技術的コメント 11

計 41名

また、本計画は、全区間が２車線の現道の改修であり、自然環境への負となる影響は

ない。

今後は、日本側の実施計画に合わせて収用対象物の移設・撤去について「ガ」国側で

必要な措置が確実に進められるよう、適宜 「ガ」国側の進捗状況をさらにモニタリ、

ングして行く必要がある。
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第４章 プロジェクトの妥当性の検証

4.1 プロジュクトの効果

本プロジェクトの対象は、最重要幹線道路である国道１号線(全長533km)の中央部の

一区間(98.2km)である。国道１号線は、国際幹線道路網であるECOWASハイウェーに含

まれている。現在、国道１号線は、他のドナー達の援助によって、国際基準および

ECOWASハイウェー設計基準に基づき整備が進められている。本プロジェクトの対象区

間の現状は、国際基準からはほど遠い状況にある。

本プロジェクトは、無償資金協力によってカソア～ヤモランサ間の幹線道路98.2kmを

改修しようとするものである。それには、道路線形の改良、道路幅員の拡幅、道路舗

装、路肩部の舗装および廃止施設の改良が含まれる。設計方針は、上述の設計基準に

適合するとともに、無償資金協力として社会経済効果および交通安全の向上をも考慮

した。

道路改修を改修することによって、沿道住民の生活改善、環境保全、人の移動促進、

物流の改善がはかられ、農業、観光、経済活動の活性化に大きく寄与する。

プロジェクトの実施による直接効果は以下のとおりである。

交通量と輸送量の増加

道路の改修によって道路の交通容量が大きくなり、交通量とそれに伴う輸送量が増加

するため、大きく物流が改善される。表4.1-1に示すように、2002年における日平均

交通量は、2020年には2.85倍になると予想される。年6%を示す伸び率には、道路改修

によって生じる誘発交通量と転換交通量が含まれている。

表 4.1-1 現在交通量と将来交通量予測

平均日交通量（ADT) 伸び率

年 ｶｿｱ～ｳｨﾈﾊﾞ ｳｨﾈﾊﾞ～ﾏﾝｹｯｼﾑ ﾏﾝｹｯｼﾑ～ﾔﾓﾗﾝｻ (2002)

2002 8,948 4,943 4,123 1.00

2007 11,974 6,615 5,518 1.34

2010 14,262 7,878 6,571 1.59

2015 19,085 10,543 8,794 2.13

2020 25,541 14,109 11,768 2.85
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輸送コストの節減

道路線形の改良と路面の平滑化により、車輌の走行コストが低減し、輸送コストが節

減される。世銀により提唱されている国際ﾗﾌﾈｽ指数(International Roughness Index

＝IRI, ：単位=m/km)は、路面状況を示すものであり、その値が低い平坦性の良い道

路では、車輌の走行費用は安くなる。ガーナの舗装道路における国際ﾗﾌﾈｽ指数と車輌

走行費用の関係を、図4.1-1 に示す。本プロジェクト区間における現状の国際ﾗﾌﾈｽ指

数は8～10、完成時は、国際ﾗﾌﾈｽ指数は2～4と想定される。

-商業用トラック-

- 乗用車・ﾊﾞｽ等 -

図 車輌別走行費用と国際ﾗﾌﾈｽ指数4.1-1
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快適性と安全性の向上

ポットホールや路面の変形が是正され、また交通安全施設が設置されることにより、

走行の快適性と安全性が向上する。全線にわたり、車道と路肩が整備され、交通標識

安全施設が設置されるので、歩行者に対するする安全性も向上する。

通行途絶期間の解消

現在、雨期に道路が冠水する区間が10個所あり、冠水による通行途絶は、車輌走行コ

ストの上昇と移動時間の増加をもたらしている。道路改修により通行途絶期間が解消

する。

道路維持・修理費の低減

現道は、ほとんどが劣化したDBST舗装道路である。DBSTの耐用年数は３～５年とされ

ており、供用期間中も頻繁に補修を行う必要がある。一方、本プロジェクトにおいて

は、耐用年数１５年で設計されたアスファルト舗装が用いられるため、日常点検・パ

ッチング・ポットホール修理等の維持費が現状の約25%程度に、また、オーバーレイ

・舗装打換え等の修繕費が約50%程度に低減する。

プロジェクトの実施による間接効果は以下のとおりである。

地域経済の活性化

、 、通過交通量の増大と首都アクラまでの時間が短縮されるため 土地利用価値が向上し

新たな投資や開発が地域経済を活性化させる。

沿道住民生活水準の向上

・農産物の輸送時間の短縮と輸送コストの低減

・学校、病院および都市部へのアクセスの向上

・就業機会の増加

4-2 課題・提言

「 」 。プロジェクトの効果発現のために ガ 国側が取組むべき課題は以下のとおりである

(1) 「ガ」国側負担事項の実施

本プロジェクトの本体工事の閣議承認までに 「ガ」国側により、対象道路区間の、

道路用地の収用を行い、本プロジェクトの実施に支障が生じないことを確認するこ

とが必要である。
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(2) 交通安全の啓蒙

本プロジェクトの改修工事により、路面状況が改善されるため、現在より各車両の

走行速度が上がる。重大交通事故の増加を防ぐため 「ガ」国側による道路を利用、

する運転手および沿道住民に対する交通安全の啓蒙活動を実施することが望まれ

る。

(3) 国道１号線の全体の整備計画

本プロジェクトの対象区間のある国道１号線は、西アフリカ諸国を結ぶ国際幹線道

路の一部であり、国内の最重要路線となっている。したがって本プロジェクトの対

象区間の回収と平行して他の未改修区間の整備計画を促進することが、国道１号線

の道路機能を十分に発揮させるために必要である。

4-3 プロジェクトの妥当性

プロジェクトの妥当性を検討するに当たり、以下の項目について検討を行った。

(1) 裨益人口

対象道路沿線住民 ：約 70万人

対象道路周辺圏全体：約466万人

(2) 緊急性

対象道路は 「ガ」国中央および西部沿岸県と首都アクラを結ぶ国内幹線道路およ、

び象牙海岸等とを結ぶ国際幹線道路としての機能を有すると同時に、沿道住民の生

活および生産活動にも密着した道路である。よって本プロジェクトの改修計画は

「ガ」国の全体の経済発展および沿道住民の生活改善のために緊急的に解決すべき

課題である。

(3) 上位計画への貢献

「 」 、 「 」 。ガ 国政府は 1996年に長期国家開発政策フレーム ビジョン2020 を策定した

この中で重要な項目となっている工業、農業、サービス業および農村開発といった

経済開発を進めるための道路整備が極めて重要と位置付けられている。したがって

重要路線である本プロジェクト対象区間の改修は 「ガ」国の道路整備事業に大き、

く貢献する。
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(4) 環境への影響

、 。 、土埃の抑制 泥流の発生の抑制など環境面での効果は期待できる プロジェクトは

現道の改修であり、新設の路線はなく環境に与える負の影響はほとんどないと判断

される。

(5) 無償資金協力の制度

、 、我が国の無償資金協力の制度がプロジェクトの実施に支障となることはなく また

円借款計画は無償資金協力の制度の枠内で見直し無理のない事業内容と工程計画を

策定しており、特段の困難なく実施可能である。

4-4 結 論

本プロジェクトは、前述のように「ガ」国全体にとっても多大な効果が期待されると

同時に、沿道住民の生活向上および生産活動に貢献するものであることから、我が国

の無償資金協力を実施することの意義は大であると判断される。しかし、本プロジェ

クトの実施には、先方実施機関が、予定どおりに遅滞なく道路用地の収用を行うこと

が必要条件である。
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資 料 編



資料１．調査団員氏名・所属

１．現地調査時

倉科 芳朗 団 長 国際協力事業団

無償資金協力部

業務第三課課長代理

三浦 実 業務主任／ 株式会社片平エンジニアリング

道路計画 インターナショナル

羽仁・アベドル・ハリム 道路設計Ⅰ 同 上

相良 秀孝 道路設計Ⅱ 同 上

平岡 一幸 道路設計Ⅲ 同 上

佐藤 正 施工計画／積算 同 上

豊田 耕三 自然条件調査Ⅰ 同 上

村上 啓一 自然条件調査Ⅱ 同 上

２．追加現地調査

三浦 実 業務主任／ 株式会社片平エンジニアリング

道路計画 インターナショナル

佐藤 正 施工計画／積算 同 上

３．基本設計概要説明

小森 克俊 団 長 国際協力事業団

無償資金協力部

業務第三課

三浦 実 業務主任／ 株式会社片平エンジニアリング

道路計画 インターナショナル

羽仁・アベドル・ハリム 道路設計Ⅰ 同 上

相良 秀孝 道路設計Ⅱ 同 上

佐藤 正 施工計画／積算 同 上

（自社補強）

４．現地確認調査

平岡 一幸 道路設計Ⅲ 株式会社片平エンジニアリング

インターナショナル

A - 1



資料２．調査日程

１．現地調査時（平成14年５月12日～６月15日）

日順 月 日 項 目

１ ５月12日 日 東京発 ロンドン着（ ）

２ ５月13日 月 ロンドン発 アクラ着（ ）

３ ５月14日 火 日本大使館表敬（ ）
財務省表敬
道路運輸省（ＭＲＴ）表敬

４ ５月15日 水 道路運輸省ガーナ道路公社（ＧＨＡ）表敬・協議（ ）

５ ５月16日 木 ＭＲＴとの協議（ ）

６ ５月17日 金 サイト調査およびインベントリー調査開始（ ）

７ ５月18日 土 サイト調査（ ）

８ ５月19日 日 資料整理、ミニッツ案作成（ ）

９ ５月20日 月 ミニッツ案協議・署名（ ）

１０ ５月21日 火 日本大使館、ＪＩＣＡガーナ事務所へ中間報告（ ）
倉科アクラ発（帰国）

１１ ５月22日 水 ＧＨＡと協議、インベントリー調査（６月５日まで 、（ ） ）
自然条件調査（６月10日まで）

１２ ５月23日 木 ＧＨＡと協議、インベントリー調査、自然条件調査（ ）

１３ ５月24日 金 国道１号線東部方面調査（ ）

１４ ５月25日 土 インベントリー調査、自然条件調査等（ ）

１５ ５月26日 日 インベントリー調査、自然条件調査等（ ）

１６ ５月27日 月 ＧＨＡと協議、インベントリー調査、自然条件調査等（ ）

１７ ５月28日 火 インベントリー調査、自然条件調査等（ ）

１８ ５月29日 水 交通量調査サイトの確認（ ）

１９ ５月30日 木 交通量調査（第１日目）（ ）

２０ ５月31日 金 交通量調査（第２日目）（ ）

２１ ６月１日 土 インベントリー調査、自然条件調査等（ ）

２２ ６月２日 日 インベントリー調査、自然条件調査等（ ）

２３ ６月３日 月 ＧＨＡと協議、インベントリー調査、自然条件調査（ ）

２４ ６月４日 火 インベントリー調査、自然条件調査等（ ）

２５ ６月５日 水 インベントリー調査、自然条件調査等（ ）

２６ ６月６日 木 自然条件調査等（ ）

２７ ６月７日 金 国道１号線西部方面調査（ ）

２８ ６月８日 土 資料整理（ ）

２９ ６月９日 日 資料整理（ ）

３０ ６月10日 月 ＧＨＡ協議（ ）

３１ ６月11日 火 ＭＲＴ協議（ ）

３２ ６月12日 水 資料整理、帰国準備（ ）

３３ ６月13日 木 日本大使館にて帰国報告（ ）
アクラ発

３４ ６月14日 金 アクラ発 アムステルダム／ロンドン経由（ ）

３５ ６月15日 土 東京着（ ）

A - 2



２．追加現地調査時（平成14年７月28日～８月８日）

日順 月 日 項 目

１ ７月28日 日 東京発 ロンドン着（ ）

２ ７月29日 月 ロンドン発 アクラ着（ ）

３ ７月30日 火 日本大使館表敬、ＪＩＣＡガーナ事務所協議（ ）

ガーナ道路公社（ＧＨＡ）と協議

４ ７月31日 水 ＧＨＡおよび道路運輸省（ＭＲＴ）と協議（ ）

５ ８月１日 木 ＧＨＡと協議（ ）

６ ８月２日 金 ＧＨＡと協議（ ）

７ ８月３日 土 サイト調査（ ）

８ ８月４日 日 資料整理（ ）

９ ８月５日 月 ＪＩＣＡガーナ事務所および日本大使館へ帰国報告、（ ）

アクラ発

１０ ８月６日 火 ロンドン着（ ）

１１ ８月７日 水 ロンドン発（ ）

１２ ８月８日 木 東京着（ ）
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３．基本設計概要説明時（平成14年９月１日～９月11日）

日順 月 日 項 目

１ ９月１日 日 東京発 ロンドン着（ ）

２ ９月２日 月 ロンドン発 アクラ着（ ）

３ ９月３日 火 日本大使館表敬、ＪＩＣＡガーナ事務所協議（ ）

ＭＲＴおよびＧＨＡ表敬・協議

４ ９月４日 水 ＧＨＡと協議、サイト調査（ ）

５ ９月５日 木 ＭＲＴおよびＧＨＡと協議（ ）

６ ９月６日 金 協議議事録署名、ＪＩＣＡガーナ事務所および日本大使館へ（ ）

報告、小森団長 アクラ発

７ ９月７日 土 補足協議、資料整理（ ）

８ ９月８日 日 アクラ発（ ）

９ ９月９日 月 ロンドン着（ ）

１０ ９月10日 火 ロンドン発（ ）

１１ ９月11日 水 東京着（ ）

A - 4



４．現地確認調査時（平成14年９月29日～10月17日）

日順 月 日 項 目

１ ９月29日 日 東京発 アムステルダム着（ ）

２ ９月30日 月 アムステルダム発 アクラ着（ ）

３ 10月１日 火 ＪＩＣＡガーナ事務所打合せ（ ）

ＧＨＡと協議

４～ 10月２日 水 現地調査（ＧＨＡおよび関係機関）（ ）

（ ）13 ～11日 金

14 10月12日 土 資料整理（ ）

15 10月13日 日 資料整理（ ）

16 10月14日 月 ＧＨＡと協議（ ）

17 10月15日 火 ＧＨＡと協議、ＪＩＣＡガーナ事務所へ報告（ ）

アクラ発

18 10月16日 水 アムステルダム発（ ）

19 10月17日 木 東京着（ ）

A - 5



資料３．相手国関係者リスト

Mr. John Kufour President

外務省

Mr. Ousu Ajeman Minister

貿易産業省

Mr. Aburaku Minister

財務省

Mr. M.A.Quist-Therson Director, External Resource Mobilisation(ERM)

Mr. G.D.Apatu Head, ERM

道路運輸省

Dr. Richard Anane Minister

Mr. J.Osei Asamoal Chief Director

Mr. E.Oduro-Konadu Deputy Chief Executive

Mr. E.A.Kwakye Director, Policy & Planning

Mr. A.T.Essikie Director, Human Resources

Mr. K.Abbey Sam Advisor

ガーナ道路公社

Mr. A.K.Hammond Chief Executive

Mr. Eric Oduro-Konadu Deputy Chief Executive

Mr. K.Asare-Awuiey Deputy Chief Executive

Mr. Samuel Swanzy-Baffoe Director of Contract

Mr. Francis Atta-Affram Chief Valuer

Mr.Sinfim-Aboagye Dolittle Director of Survey & Design

Mr.E.A.Mills Location Manager

Mr.B.A.Eklemet Senior Engineer

A - 6
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